
た
が
、
今
後
、
適
正
に
剪
定

等
し
て
管
理
を
し
て
い
く
。

◎
下
水
道
使
用
料
の
減
免
に

つ
い
て
の
陳
情
書�

　
こ
の
陳
情
は
、
障
害
者
に

対
し
て
下
水
道
料
金
を
減
免

し
て
い
な
い
の
で
、
調
査
を

求
め
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

委
員
か
ら
次
の
よ
う
な
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
障
害
者
基
本
法
第
二
一
条

自
体
は
、
条
文
の
内
容
か
ら

努
力
目
標
と
か
で
は
な
く
、

「
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

大
事
な
規
定
、
法
律
で
あ
る
。

市
全
体
で
手
数
料
あ
る
い
は

利
用
料
の
減
免
等
が
障
害
者

基
本
法
の
第
二
一
条
に
合
致

し
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
、
他
市
と
の
状
況

等
を
調
査
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
、
採
択
さ
れ
た
い
と
の

意
見
が
あ
り
、
そ
の
後
、
採

決
の
結
果
、
採
択
と
な
り
ま

し
た
。

　
今
回
、
通
常
の
委
員
会
（
六

月
一
一
日
（
水
）
）
の
他
に
、

五
月
一
六
日
（
金
）
に
臨
時

の
委
員
会
を
開
き
、
継
続
と

な
っ
て
い
た
陳
情
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
ま
た
同
日
、

福
生
の
福
祉
の
現
状
を
知
る

た
め
に
、
市
内
の
福
祉
事
業

者
に
お
願
い
し
、
委
員
会
と

し
て
視
察
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
急
な
要
請
に
、
快

く
視
察
を
お
引
き
受
け
頂
き
、

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
五
月
一
六
日
審
査
）

◎
「
同
居
家
族
が
い
て
も
生
活

援
助
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ

る
」
厚
生
労
働
省
通
達
（
事
務

連
絡
）
を
徹
底
さ
せ
る
陳
情
書�

　
家
族
が
い
る
こ
と
で
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い
事
例

が
あ
る
の
で
採
択
を
と
い
う

意
見
と
、
福
生
市
で
は
、
す

で
に
個
々
の
ケ
ー
ス
に
丁
寧

な
対
応
を
心
掛
け
て
い
る
の

で
、
こ
の
陳
情
に
つ
い
て
は

不
採
択
を
と
の
意
見
が
出
さ

れ
、
起
立
に
よ
る
採
決
の
結

果
、
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

◇
そ
の
他
、
五
件
に
つ
い
て

は
継
続
と
な
り
ま
し
た
。

◇
六
月
一
一
日
の
委
員
会
で

は
、
議
案
三
件
と
陳
情
六
件

に
つ
い
て
、
審
査
さ
れ
ま
し

た
。
議
案
は
い
ず
れ
も
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

◎
平
成
二
〇
年
度
福
生
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

（
市
民
厚
生
委
員
会
所
管
分
）

問
　
特
定
健
康
診
査
等
追
加

項
目
健
診
委
託
料
の
対
象
者

は
。

答
　
特
定
健
診
は
保
険
者
ご

と
に
行
う
が
、
そ
の
項
目
を

追
加
す
る
も
の
で
、
四
〇
歳

以
上
の
市
民
全
員
が
対
象
で

あ
る
。�

◎
平
成
二
〇
年
度
福
生
市
老

人
保
健
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）�

問
　
一
般
会
計
か
ら
の
一
九

年
度
の
繰
出
し
金
は
。

答
　
二
億
四
二
九
四
万
九
千

円
で
あ
る
。

◎
平
成
二
〇
年
度
福
生
市
後

期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
号
）

　
後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査

を
特
定
健
診(

四
〇
〜
七
四

歳
対
象)

と
同
様
に
実
施
し
、

さ
ら
に
、
自
己
負
担
の
予
定

だ
っ
た
受
診
料
（
五
百
円
）

を
市
の
負
担
と
す
る
た
め
の

補
正
予
算
で
す
。
病
気
の
早

期
発
見
の
た
め
、
七
五
歳
以

上
の
市
民
の
皆
さ
ん
も
積
極

的
に
健
康
診
査
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

◎
保
険
で
よ
り
よ
い
歯
科
医

療
の
実
現
を
求
め
る
意
見
書

提
出
に
関
す
る
陳
情
書�

　
起
立
採
決
に
よ
り
不
採
択
。

◎
原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本

的
改
善
を
求
め
る
意
見
書
提

出
に
関
す
る
陳
情
書

　
国
の
基
準
の
見
直
し
が
さ

れ
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
不

十
分
。
被
爆
か
ら
六
三
年
経

ち
、
被
爆
者
の
高
齢
化
も
進

み
早
急
な
救
済
が
必
要
で
あ

る
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
、

採
択
さ
れ
ま
し
た
。

◎
福
祉
人
材
の
確
保
に
向
け

た
施
策
の
充
実
を
求
め
る
陳

情
書�

　
福
祉
従
事
者
の
賃
金
水
準

が
低
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
定

着
率
が
悪
く
な
っ
て
お
り
、

人
材
確
保
に
向
け
た
改
善
は
、

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
の
で
、

国
へ
意
見
書
を
提
出
し
た
い

点
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
一

致
し
ま
し
た
が
、
市
独
自
の

施
策
を
求
め
る
点
に
つ
い
て

は
、
現
状
で
は
難
し
い
と
の

こ
と
か
ら
、
こ
の
陳
情
に
つ

い
て
は
不
採
択
に
し
た
い
と

の
意
見
が
出
さ
れ
、
起
立
採

決
に
よ
り
不
採
択
と
な
り
ま

し
た
。

◎
介
護
保
険
の
改
善
を
国
に

求
め
る
陳
情
書�

　
起
立
採
決
に
よ
り
不
採
択
。�

◎
国
民
健
康
保
険
税
に
関
す

る
陳
情
書�

　
市
民
全
体
へ
の
負
担
軽
減

に
効
果
的
な
の
で
、
採
択
し

た
い
と
の
意
見
と
、
国
民
健

康
保
険
は
、
適
切
な
負
担
と

給
付
が
必
要
な
ど
の
意
見
が

出
さ
れ
、
起
立
採
決
に
よ
り
、

不
採
択
に
な
り
ま
し
た
。

◎
高
齢
者
に
負
担
増
と
差
別

医
療
を
強
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
中
止
・
撤
回
を

求
め
る
国
へ
の
意
見
書
を
提

出
す
る
陳
情
書

　
起
立
採
決
に
よ
り
不
採
択
。

　
六
月
一
二
日
に
委
員
会
が

開
催
さ
れ
、
審
査
し
た
議
案

等
と
主
な
質
疑
応
答
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◎
福
生
市
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例�

問
　
学
術
研
究
の
具
体
的
な

中
身
と
、
今
ま
で
の
請
求
状

況
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答
　
大
学
の
医
学
部
や
が
ん

セ
ン
タ
ー
等
の
死
亡
の
原
因
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今
定
例
会
の
常
任
委
員
会
で
は
、
本
会
議
か

ら
付
託
さ
れ
た
議
案
及
び
陳
情
と
、
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
陳
情
の
審
査
が
六
月
一
〇
日
、

一
一
日
、
一
二
日
の
三
日
間
、
建
設
環
境
・
市

民
厚
生
・
総
務
文
教
委
員
会
の
順
で
行
わ
れ
ま

し
た
。�

　
ま
た
、
議
会
運
営
委
員
会
は
、
本
会
議
の
議

事
日
程
や
議
案
の
取
り
扱
い
、
議
会
だ
よ
り
の

編
集
等
で
七
回
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
そ
れ
か
ら
、
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会
が
六
月

一
〇
日
に
、
ま
た
横
田
基
地
対
策
特
別
委
員
会

が
六
月
一
三
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
こ
で
は
、
各
常
任
委
員
会
及
び
各
特
別
委

員
会
か
ら
報
告
さ
れ
た
主
な
審
査
概
要
を
ま
と

め
ま
し
た
。�

▲やなぎ通りの柳

▲特別養護老人ホームを視察（H20.5.16）

�

　
六
月
一
〇
日
委
員
会
が
開

催
さ
れ
、
三
件
の
議
案
を
審

査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

一
件
の
陳
情
を
審
査
し
採
択

さ
れ
ま
し
た
。

　
委
員
長
の
辞
職
に
伴
い
、

新
し
い
委
員
長
・
副
委
員
長

が
選
任
さ
れ
、
さ
ら
に
新
し

い
委
員
が
加
わ
り
ま
し
た
。

　
以
下
に
審
査
の
概
要
に
つ

い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

◎
福
生
市
営
住
宅
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例�

◎
福
生
市
特
定
公
共
賃
貸
住

宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例�

　
二
つ
の
条
例
は
関
連
す
る

条
例
と
し
て
一
括
し
て
審
査

し
ま
し
た
。
町
田
市
で
発
生

し
た
都
営
住
宅
に
お
け
る
発

砲
事
件
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

市
営
住
宅
等
に
暴
力
団
員
を

入
居
さ
せ
な
い
た
め
の
条
例

改
正
で
す
。

問
　
暴
力
団
員
の
定
義
、
手

順
と
審
査
期
間
は
。

答
　
「
暴
力
団
員
に
よ
る
不

当
な
行
為
防
止
等
に
関
す
る

法
律
」
に
定
め
る
「
暴
力
団

の
構
成
員
」
を
言
う
。
手
順

に
つ
い
て
は
、
申
込
書
類
を

警
視
庁
に
照
会
し
て
、
判
断

を
得
る
。
そ
の
期
間
は
、
一

カ
月
を
め
ど
と
し
て
い
る
。

問
　
現
状
、
第
一
か
ら
第
五

市
営
住
宅
に
該
当
す
る
暴
力

団
員
は
い
る
か
。

答
　
あ
く
ま
で
同
意
書
を
い

た
だ
い
て
照
会
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
現
に
住
ま
わ
れ

て
い
る
方
に
つ
い
て
は
ま
だ

チ
ェ
ッ
ク
は
し
て
い
な
い
。

������������

問
　
既
に
入
居
し
て
い
る
人

に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
は
可
能

か
。

答
　
い
ろ
い
ろ
な
機
会
で
書

類
を
提
出
願
う
の
で
、
そ
の

時
点
で
調
査
の
同
意
を
取
る

こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
て
い

る
。

◎
平
成
二
〇
年
度
福
生
市
一�

般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

（
建
設
環
境
委
員
会
所
管
分
）�

　
や
な
ぎ
通
り
の
残
っ
て
い

る
部
分
（
三
〇
・
〇
四
平
方

メ
ー
ト
ル
）
の
買
収
の
た
め

の
補
正
予
算
で
す
。

問
　
や
な
ぎ
通
り
の
今
回
の

整
備
事
業
の
全
体
像
、
市
の

負
担
と
都
の
補
助
の
割
合
、

総
コ
ス
ト
、
総
買
収
面
積
・

費
用
な
ど
は
す
ぐ
出
る
か
。

答
　
す
ぐ
に
は
出
な
い
。

要
望
　
工
事
が
完
了
し
た
段

階
で
ま
と
め
て
報
告
を
い
た

だ
き
た
い
。

問
　
都
の
補
助
が
今
回
の
場

合
に
限
っ
て
言
う
と
半
分
の

三
四
三
万
九
千
円
だ
が
、
基

本
的
に
は
今
回
の
や
な
ぎ
通

り
の
道
路
整
備
に
つ
い
て
、

補
助
金
は
二
分
の
一
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

答
　
そ
の
と
お
り
。

問
　
や
な
ぎ
通
り
に
は
現
在

柳
が
何
本
あ
る
か
。

答
　
起
点
・
終
点
に
そ
れ
ぞ

れ
二
本
、
真
ん
中
に
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
一
本
、
計
五
本
植

え
た
が
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
が
一
本

枯
れ
た
の
で
、
そ
こ
に
柳
を

植
え
た
た
め
現
在
六
本
あ
る
。

問
　
以
前
、
柳
を
い
じ
め
て

枯
ら
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

思
え
る
。
ゆ
っ
た
り
と
育
て
、

伸
ば
し
て
こ
そ
柳
だ
と
思
っ

て
い
る
が
、
こ
の
柳
の
管
理

に
つ
い
て
は
今
後
ど
の
よ
う

に
す
る
の
か
。

答
　
柳
の
管
理
に
つ
い
て
、

以
前
は
す
ぐ
伸
び
る
と
の
こ

と
で
、
刈
り
過
ぎ
て
し
ま
い
、

枯
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

総
務
文
教
委
員
会

総
務
文
教
委
員
会�

総
務
文
教
委
員
会�


